
 
【令和４年度９月補正に係る市長提案説明要旨】 

(R4.9.5) 

 

令和４年度伊丹市一般会計補正予算（第６号）についてでありますが、本案は、

令和３年度の決算剰余金の一部等について、公債管理基金、及び財政調整基金等

への積立金として措置するほか、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする

社会情勢の変化等に対応するため、令和３年度の決算剰余金、収益事業収入、並

びに財政調整基金からの繰入金等を主な財源といたしまして、所要の措置を講じ

ようとするものであります。 

 その主なものを申し上げますと、コロナ禍において、長引く物価高騰による食

材価格の増加分を、利用者に負担させることのないよう、食事提供を行う介護サ

ービス事業所に対し、食材調達に係る経費の一部を支援するほか、脱炭素社会の

実現に向け公用車の一部を電気自動車に更新するとともに、地球温暖化対策を推

進するために必要な事業費の一部を、みどり環境基金に積み立てようとするもの

であります。 

また、安全・安心見守りネットワークの更新に着手するため必要な事業費の一

部を、安全安心まちづくり基金に積み立てるとともに、見守りカメラの機種の選

定をはじめ、令和４年６月に本市が高潮浸水想定区域に指定されたことに伴う

「高潮ハザードマップ」の作成、災害時において各避難所へ迅速な支援物資を供

給する体制の整備のほか、消防庁舎、及び総合教育センターの照明器具の一部を

ＬＥＤ灯へと転換するための経費や、老朽化した伊丹市立中央保育所の外構フェ

ンスの修繕、安全で衛生的な学校給食を提供するための食器や、調理器具及びエ

レベーター機器等を更新するための経費などについて、所要の措置を講じようと

するものであります。 

その結果、第１条、歳入歳出予算につきましては、それぞれ２３億３，２２４万３，

０００円を追加し、その総額を８８５億２，７８９万２，０００円としようとするも

のであります。また、第２条の債務負担行為の補正では、（仮称）伊丹交流センター

整備事業及び安全・安心見守りネットワーク更新事業の実施に伴う債務負担行為の追

加措置を、第３条の地方債の補正では、塵芥収集車等整備事業ほか、１２事業の実施

に伴う地方債の追加、及び変更の措置を講じようとするものであります。 



 
令和４年度伊丹市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

すが、本案は、令和３年度決算に伴い、決算剰余金を繰り越し、基金繰入金を減額す

るなかで、過年度保険給付費等交付金の精算返還金等について、所要の措置を講じる

とともに、残額について基金への積み立てを行おうとするものであります。 

令和４年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ありますが、本案は、令和３年度決算に伴い決算剰余金を繰り越し、兵庫県後期

高齢者医療広域連合への保険料納付金について所要の措置を講じようとするもの

であります。 

令和４年度伊丹市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

すが、本案は、令和３年度決算に伴い、決算剰余金の繰り越し、並びに介護サー

ビス等諸費等に係る国庫負担金等の精算返還金、及び介護給付費等準備基金への

積立金に係る経費について、所要の措置を講じようとするものであります。 

令和４年度伊丹市病院事業会計補正予算（第２号）についてでありますが、本

案は、令和３年度に一般会計から繰入れた、市立伊丹病院へのふるさと寄附にか

かる事務費等の費用負担分を精算するため、一般会計への繰り出しに伴う収益的

支出の増額措置を講じようとするものであります。 


